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第７回 熊本県議会 経済常任委員会会議記録（平成22年３月２日) 

 

   第 ７ 回   熊本県議会    経済委員会会議記録 

 
平成22年３月２日(火曜日) 

            午前10時２分開議 

            午前11時46分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成21年度熊本県一般会計補

正予算（第６号） 

 議案第３号 平成21年度熊本県中小企業振

興資金特別会計補正予算（第１号） 

 議案第８号 平成21年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計補正予算（第２

号）のうち 

 議案第14号 平成21年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計補正予

算（第２号） 

 議案第17号 平成21年度熊本県電気事業会

計補正予算（第２号） 

議案第18号 平成21年度熊本県工業用水道

事業会計補正予算（第１号）  

議案第19号 平成21年度熊本県有料駐車場

事業会計補正予算（第２号） 

議案第25号 熊本県緊急雇用創出基金条例

の一部を改正する条例の制定について 

議案第38号 指定管理者の指定について 

 報告事項 

 ①基金事業の取組みについて 

 ②労使紛争解決制度（あっせん等）につ

いて 

③荒瀬ダムの状況について 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 溝 口 幸 治 

        副委員長 渕 上 陽 一 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 松 村   昭 

        委  員 重 村   栄 

        委  員  田 大 造 

        委  員 増 永 慎一郎 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 商工観光労働部 

         部 長 中 川 芳 昭 

    総括審議員兼次長 赤 星 政 徳 

      総括審議員兼 

    観光経済交流局長 守 田 眞 一 

        次 長 竹 上 嗣 郎 

   首席商工審議員兼 

     商工政策課長 内 田 安 弘 

     産業支援課長 高 口 義 幸 

首席商工審議員兼 

 経営金融課長 藤 好 清 隆 

      企業立地課長 真 崎 伸 一 

     労働雇用総室長 長 野 潤 一 

  労働雇用総室副総室長 古 閑 陽 一 

    労働雇用政策監兼 

    産業人材育成室長 福 島   裕 

    観光交流国際課長 松 岡 岩 夫 

    くまもとブランド 

        推進課長 宮 尾 千加子 

企業局 

         局 長 川 口 弘 幸 

         次 長 梅 本   茂 

      総務経営課長 黒 田 祐 市 

        工務課長 福 原 俊 明 

労働委員会事務局 

        局 長 井 手 義 隆 

     審査調整課長 吉 富   寛 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 
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     議事課課長補佐 平 田 裕 彦 

   政務調査課課長補佐 川 上 智 彦 

――――――――――――――― 

  午前10時２分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、ただいまから

第７回経済常任委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に６名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることにいた

しました。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案について執行部の説明を求めた

後に、一括して質疑を受けたいと思います。

なお、説明は、商工観光労働部、企業局、労

働委員会事務局の順に説明を受けることにし

ます。 

 それでは、商工観光労働部長から総括説明

を、続いて関係課長から順次説明をお願いい

たします。 

 

○中川商工観光労働部長 中川でございま

す。座ったままで失礼いたしますけれども、

商工観光労働部関係の提出議案について御説

明申し上げます。 

 まず、景気の動向につきましては、内需の

伸びとともに中国や米国の景気回復を受けま

して輸出が回復しており、２月15日に公表さ

れました10から12月期の実質ＧＤＰ成長率の

速報値は、年率換算で4.6％増と急進し、景

気の二番底に陥る懸念は若干後退したとの受

けとめ方が広がっております。しかしなが

ら、デフレの長期化や円高の影響、消費低迷

など、企業経営を取り巻く環境は依然として

厳しく、今後も予断を許さない状況にござい

ます。 

 県内につきましては、日銀熊本支店が２月

26日に発表した金融経済概観では、熊本県内

の景気は持ち直しているとしております。し

かし、個人消費は弱い動きが続いており、回

復の動きが見られるのは家電や自動車など、

政府がエコポイントや減税、補助金などの景

気対策を講じている分野にとどまっておりま

す。また、製造業の生産は、半導体や自動車

関連を中心に持ち直しの動きが強まっている

ものの、このような動きは全体としては波及

しておらず、県内経済は厳しい状況にあると

認識しております。 

 雇用情勢につきましても、１月の有効求人

倍率が0.41倍と、依然として大変低い水準に

ございます。特に、来春卒業予定で就職を希

望する県内高校生の就職内定率が12月末現在

で70.3％にとどまるなど、極めて深刻な状況

でございます。 

 商工観光労働部といたしましては、引き続

き、中小企業の資金繰り支援や雇用対策を初

め、経済対策関連予算の着実な執行に努め、

県内景気の浮揚につながるよう、全力を挙げ

て取り組んでまいります。 

 平成21年度２月補正についてでございます

が、お手元の経済常任委員会説明資料の１ペ

ージをお開きをお願いいたします。 

 商工観光労働部総額で12億3,500万円余の

減額補正をお願いしております。 

 その主な内容は、労働雇用総室におきまし

て、国の２次補正に伴います緊急雇用創出基

金の積み増しに要する経費などで19億7,000

万円の増額補正をお願いしております。ま

た、経営金融課では、高度化資金の貸し付け

及び償還の減等に伴い10億1,500万円余の減

額、それから、企業立地課関係では、工業団

地の売却未済に伴います一般会計への繰出金

の減等によりまして20億2,000万円余の減額

を、その他につきましては、事業の確定等に

伴う減額補正などでございます。 

 次に、条例等関係でございますが、緊急雇

用創出基金を活用する事業の追加に伴います

同基金条例の一部改正と、この３月で期間が

満了いたします熊本県野外劇場アスペクタの

指定管理者の新たな指定について御提案をさ

せていただいております。 
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 そのほか、熊本高等技術訓練校における設

備更新のための繰越明許費の設定や大阪事務

所におきます職員宿舎借り上げ等の新年度の

準備を実施するための債務負担行為の設定を

お願いしております。 

 さらに、本日は、基金事業の取り組み状況

について御報告をさせていただきます。 

 詳細については担当課長、総室長から説明

させますので、よろしく御審議いただきます

ようお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

○内田商工政策課長 商工政策課でございま

す。よろしくお願いいたします。説明資料の

２ページをお願いいたします。 

 商業総務費の職員給与費で5,427万円余の

減額となっております。 

 職員給与費につきましては、前年度の１月

１日現在の人員をもとに当初予算に計上して

おりますので、４月の定期異動や組織改編等

による職員数の増減や職員の入れかわり等に

伴い、予算と実際の給与費に違いが生じま

す。このため、毎年２月議会で現在の職員給

与をもとに算定した額に補正をお願いいたし

ております。 

 以下、補正予算の職員給与費につきまして

は、各課、各総室同様でございますので、各

課、総室の説明につきましては省略させてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、下段の商業指導費の1,636万円余の

減額についてでございます。 

 説明の欄でございますが、１、市町村交流

職員人件費負担金につきましては、今年度に

入りまして市町村から受け入れております派

遣職員の給与、諸手当の人件費でございま

す。当初予算に計上していなかったために、

交流職員１名分の人件費につきまして、派遣

元の市町村に対する負担金として455万円余

の増額をお願いするものでございます。 

 ２の商業活動調整指導費につきましては、

大規模小売店舗立地法の届けに関する事務な

どの経費でございますが、熊本県大規模小売

店舗審査会における審査専門委員の報酬の不

用額として33万円余の減額をお願いするもの

でございます。 

 ３のがんばる商店街総合支援事業につきま

しては、商店街組織や市町村に対して、商店

街の活性化を目的として補助を行う事業でご

ざいますが、119万円余の減額をお願いして

おります。 

 内訳といたしましては、（１）は、当初予

算より事業採択額が下回ったことに伴う減額

として277万円余、（２）につきましては、平

成20年度までに中小企業基盤整備機構から原

資を借り受けまして、財団法人くまもとテク

ノ産業財団に設けた基金の運用益を活用いた

して中心市街地活性化推進事業を実施してお

りますけれども、事業費の確定に伴い不用と

なった運用益を同機構に返還するものとして

158万円の増額をいたしております。 

 （３）につきましては、先ほどの当事業の

うち、商店街が行うバリアフリー化や防犯施

設等の整備に関する事業に支援を行う市町村

に対して行う補助事業でございます。 

 道路特定財源の一般化に伴い創設されまし

た地域活力基盤創造交付金の制度の対象とな

りましたために、対象経費のうち300万円を

一般財源から当交付金に財源更正を行うもの

でございます。 

 ４の商店街パワーアップ支援事業につきま

しては、消費動向調査や消費者モニター事業

などの経費でございますが、事業内容の精算

により不用額が生じたことに伴う減額でござ

います。 

 ５の中心市街地商店街にぎわい再生支援事

業につきましては、中心市街地における空き

店舗対策に対する補助でございます。当初予

算額より事業採択額が下回ったことによる減

でございます。 
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 ３ページをお願いいたします。 

 説明の欄６の大阪事務所職員宿舎売却等事

業につきましては、大阪府吹田市にございま

した大阪事務所の職員宿舎の売却に伴う経費

でございます。 

 宿舎は、昨年３月末に廃止し、売却のため

宿舎の解体工事を行いましたが、その契約額

として902万円余、また、今年度から大阪府

豊中市に職員９名分の宿舎借り上げを行って

おりますが、その契約額として776万円余、

合わせまして1,679万円余の減額をお願いす

るものでございます。 

 次に、左側の欄で中小企業振興費がござい

ますが、このうち中小企業団体等補助金につ

きましては、組織化補助事業として熊本県中

小企業団体中央会に対して補助を行っており

ますけれども、国の交付税積算単価の変更に

よる補助対象事業の減額に伴い238万円余の

減額をお願いするものでございます。 

 次の小規模事業対策費補助につきまして

は、商工会、商工会議所、商工会連合会に対

する補助でございますが、指導員、補助員等

の中途退職等、補助対象職員の変更により3,

709万円余の減額をお願いするものでござい

ます。 

 次の大阪事務所費の515万円余の減額につ

きましては、職員給与費の補正に伴う減でご

ざいます。 

 商工政策課、予算全体といたしまして１億

1,527万7,000円余の減額をお願いするもので

ございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 大阪事務所職員宿舎賃借及び福岡事務所職

員宿舎等、賃借に係る債務負担行為の設定で

ございます。これは、大阪・福岡事務所にお

いて、新年度に向けた準備を行うため、あら

かじめ議会の議決をお願いするものでござい

ます。 

 大阪事務所につきましては、職員宿舎賃借

及び入居ビル管理費負担金でございます。ま

た、福岡事務所につきましては、職員宿舎賃

借、事務所家賃及び事務所共益費でございま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○高口産業支援課長 産業支援課でございま

す。資料の５ページをお願いいたします。 

 まず、工鉱業振興費の工業振興費でござい

ますが、3,180万7,000円の減額をお願いいた

しております。 

 右側説明欄に記載してございますが、１番

の産業技術センター本館等整備事業につきま

しては、入札残等に伴う設計委託料及び工事

費の減でございます。２番のものづくりフォ

レスト・自動車関連産業推進事業につきまし

ては、事業者向けの補助事業の事業費確定に

伴う減でございます。 

 続きまして、同じく５ページ、最下段にな

りますが、産業技術センター費の中の試験研

究費でございます。 

 説明欄、右側でございますが、新規外部資

金活用事業の事業費の確定によりまして628

万5,000円の減額をお願いしております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 技術指導事業費でございますが、4,726万

3,000円の減額をお願いいたしております。 

 主なものは、４番の産業技術センター試験

研究備品導入事業でございますが、昨今の不

況の影響によりまして企業から導入費に寄附

をお願いしておりますが、その収入の見込み

が減少したことに伴いまして、一部の備品導

入を来年度以降に延期せざるを得ないという

ことによる減でございます。その他、１番か

ら３番につきましては入札残による減額でご

ざいます。 

 続きまして、新事業創出促進費の117万1,0

00円の減額をお願いしております。 

 これは、説明欄右側の１番から３番に記載

しております財団等への派遣職員の人件費の

増減額、並びに、７ページになりますが、４
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番の地域連携型インキュベーション施設運営

事業につきまして、事業費の確定に伴う減額

でございます。 

 以上、産業支援課で合計9,292万7,000円の

減額補正をお願いしております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 いずれも年度当初から業務委託を行う必要

があるため債務負担行為の設定をお願いする

ものでございます。 

 大学等研究成果技術移転推進事業でござい

ますが、この事業は、大学等の技術シーズを

産業界や各種のプロジェクト研究に橋渡しを

行う推進員を配置するものでございます。 

 次の特許流通アドバイザー育成事業でござ

いますが、この事業は、特許等の技術移転の

仲介支援を行う特許流通アドバイザーの育成

のための人材を配置するものでございます。 

 続きまして、インキュベーション施設運営

事業でございますが、創業間もない企業を支

援するインキュベーション施設の管理、運営

の委託業務を行うものでございます。 

 一番下段になりますが、計量検定業務でご

ざいます。この事業は、計量器の検定並びに

検査の業務を業務委託するものでございま

す。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○藤好経営金融課長 経営金融課でございま

す。資料の９ページをお願いいたします。 

 まず、中小企業振興費の金融対策費でござ

いますが、２億503万円余の増額をお願いし

ております。 

 内容につきましては、右の説明欄に記載し

ておりますが、制度融資におきまして、信用

保証協会が代位弁済を行った場合にその一部

を県が補てんするもので、例年、この２月補

正で今年度の実績をもとに計上させていただ

いているものでございます。 

 次に、中小企業振興資金特別会計繰出金で

ございますが、1,494万円余の増額をお願い

しております。 

 これは、特別会計におきます高度化資金貸

付金の貸し付け事務費等に充当するものでご

ざいまして、特別会計資金の運用によります

利息の確定に伴い増額するものでございま

す。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 中小企業振興資金特別会計でございます。 

 まず、中小企業振興資金助成費の高度化資

金貸付金でございますが、４億7,745万円余

の減額をお願いしております。 

 これは、右の説明欄に記載しておりますよ

うに、高度化資金の貸し付け対象事業の減に

伴い減額するものでございます。 

 次に、設備貸与資金貸付金でございます

が、5,000万円の減額をお願いしておりま

す。 

 この貸付金は、県がテクノ産業財団に資金

を貸し付け、財団において小規模企業者に設

備を貸与するものでございまして、貸し付け

の実績に応じて減額するものでございます。 

 次に、事務費でございますが、134万円余

の減額をお願いしております。 

 これは、右の説明欄の２の債権管理に要す

る経費で、債権差し押さえ等の実績に応じて

所要の経費を減額するものでございます。 

 次に、一番下の国庫支出金返納金でござい

ますが、9,600万円の減額をお願いしており

ます。 

 この返納金は、右の説明欄に記載しており

ますように、特別会計で運用しております設

備貸与等の小規模企業者等設備導入資金に係

るもので、資金運用上余裕が生じている資金

額のうち国からの借り入れに相当する分を国

へ返納するものでございます。 

 この国への返納とあわせて、当該返納額に

見合う額を同じ特別会計で運用しております

高度化資金貸付金の県負担分の財源等に充当
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するようにしておりますが、先ほど説明申し

上げましたように、高度化資金貸付金で貸し

付け需要が対象事業が減少しておりますの

で、その分国への返納金を減額するものでご

ざいます。 

 11ページをお願いいたします。 

 まず、元金及び利子についてでございます

が、これは高度化資金貸付金に係りますもの

で、貸し付け先から返済されます償還金のう

ち、中小企業基盤整備機構からの借り入れに

相当する分を同機構に償還するものでござい

ます。元金で４億406万円余、利子で727万円

余の減額をお願いしております。これは条件

変更等で償還額が減少したことにより減額す

るものでございます。 

 次の一般会計繰出金でございますが、これ

は、高度化資金貸付金の償還金のうち、県の

負担分に相当する分を一般会計へ繰り出すも

のでございます。先ほどの元金、利子と同

様、償還額の減少によりまして減額するもの

でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○真崎企業立地課長 企業立地課でございま

す。12ページをお願いいたします。 

 まず、中小企業振興指導事業費でございま

すが、サービス産業振興事業で4,447万円余

の減額を計上しております。 

 これは産業支援サービス業と立地促進補助

金の交付額が当初の見込みを下回ったことに

よる減額でございます。 

 次に、企業誘致促進対策事業費でございま

すが、1,112万円余の減額をお願いしており

ます。 

 これは増額と減額の差し引きでございます

が、説明欄の１、企業誘致事業のうち外国企

業立地促進事業の事業費の確定による132万

円余の減額及び東京事務所と大阪事務所に配

置されている３名の市町村研修生の旅費負担

金の150万円増額により、差し引き17万円余

の増額となっております。 

 次に、２番目の県営工業団地光通信網整備

事業に1,129万円余の減額を計上しておりま

す。 

 緊急経済対策の一環として、県営工業団地

に光通信を整備する事業でございますが、９

月及び11月補正で予算措置しました八代外港

工業用地及び名石浜工業用地に係る事業費の

確定に伴う減額でございます。 

 次に、13ページをお願いします。 

 臨海工業用地造成事業特別会計の補正予算

でございます。 

 一般会計繰出金でございますが、2,000万

円を計上しております。財政健全化の取り組

みといたしまして、臨海特会の繰越金の中か

ら2,000万円を一般会計に繰り出すものでご

ざいます。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計

の補正予算でございます。 

 まず、利子でございますが、臨空テクノパ

ークの起債借入額に係る本年度償還金の確定

に伴い539万円余を減額するものでございま

す。 

 次に、一般会計繰出金でございますが、城

南工業団地等に係る一般会計貸付金の償還を

初め財政健全化に寄与する観点から、益城町

の臨空テクノパーク等の売却代金の一部を一

般会計へ繰り出すこととしておりましたが、

厳しい経済状況下において臨空テクノパーク

の売却が進まなかったため、予算を減額した

いと考えております。 

 予算については以上ですが、委員長のお許

しをいただければ、今年度の企業誘致の状況

について御報告したいと思いますが。 

 

○溝口幸治委員長 お願いします。 

 

○真崎企業立地課長 一昨年以来の世界同時
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不況の影響を受け、企業誘致も大変厳しい状

況に置かれました。昨年４月から本日までの

企業立地協定件数は15件となっております。

好景気の中で過去最高となった平成18年度の

40件に比べると半数以下という状況ですが、

下半期にリーマンショックを受けた昨年度が

18件、蒲島知事就任以前の10年間の平均が17

件であったことを考えますと、決して十分と

は考えておりませんが、厳しい経済状況の中

で懸命に取り組んだ結果が出ているのかなと

考えております。 

 15件の業種別内訳でございますが、半導体

関連が４件、自動車関連が４件、残り７件は

金属製品、輸送用容器などでございます。 

 また、新規企業誘致に加えて、既に本県に

立地いただいている企業のフォローアップを

丁寧に行い、本県立地の満足度を高め、結果

として、さらなる投資の場所として再び本県

が選ばれるように取り組んでまいりました。

厳しい経済状況の中、生産拠点の集約化など

を進める企業も出てきていますが、今年度、

ソニーや東京エレクトロンあるいはＹＫＫＡ

Ｐ様のように、開発部門や生産部門を本県内

に集約いただいたのは大きな成果だったと考

えております。 

 最近のアジア諸国などの景気回復を背景

に、生産水準を持ち直してきている企業も出

てきております。今後も戦略的な企業誘致に

しっかりと取り組み、雇用の場の確保と本県

経済の振興を図ってまいりたいと考えており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○長野労働雇用総室長 労働雇用総室です。

よろしくお願いします。資料の15ページをお

願いいたします。 

 職員給与費を除く主な予算の増減について

御説明申し上げます。 

 まず、職業訓練総務費でございますが、1,

010万4,000円の減額補正でございます。 

 主な内訳は、中ほどにあります職業能力開

発業務運営指導費におきまして、産業人材強

化のためのワンストップ相談窓口業務委託の

入札残として219万円余の減額、その下の認

定訓練事業費におきまして、認定訓練校にお

ける訓練事業費の確定に伴う222万円余の減

額などをお願いいたしております。 

 続きまして、16ページをお願いいたしま

す。 

 職業能力開発校費でございますが、5,369

万9,000円の減額補正でございます。 

 これは、下段の職業能力開発事業におきま

して7,226万2,000円の減額をお願いしており

ますけれども、説明欄１から５に係る各事業

におきまして、訓練期間中におきまして就職

が決まったことによる訓練生の中途退校等に

伴います事業費の減によるものでございま

す。 

 次に、17ページ、上段の施設等整備費でご

ざいますが、高等技術訓練校の内線電話設備

の改修などで214万円の増額をお願いいたし

ております。 

 次に、技術短期大学校費でございますが、

4,561万7,000円の減額補正をお願いしており

ます。 

 まず、短大運営費ですが、清掃、保守、点

検に係る業務委託等の入札残及び非常勤職員

の人件費の執行残など、1,333万円余の減額

をお願いしております。 

 また、下段の短大施設整備費におきまし

て、太陽光発電システム設置事業の入札残と

しまして2,709万円余の減額を打ち出してお

ります。 

 次に、18ページをお願いいたします。 

 失業対策総務費でございます。21億154万

円の増額補正をお願いいたしております。 

 これは、主といたしまして雇用対策費にお

きまして21億427万円余の増額をお願いして

おりますけれども、内訳といたしまして、ま

ず説明欄の２と３にございますふるさと雇用

再生特別基金の市町村補助事業と県で実施い
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たします分の執行残として、それぞれ２億6,

000万円余と４億2,000万円余の減額をしてお

ります。 

 さらに、説明欄５に飛びますけれども、緊

急雇用創出基金の県事業分の執行残として３

億円の減額をいたしております。 

 次に、４に戻りますけれども、緊急雇用創

出基金積立金ですけれども、国の２次補正に

より交付されました緊急雇用臨時交付金と既

に積み立てております基金の預金利子を新た

に基金に積み増すため、30億8,887万円余の

増額をお願いしております。 

 今回交付されますこの交付金の内容につき

ましては、恐れ入りますけれども、報告事項

の方の４ページをちょっとごらんいただきた

いと思います。 

 これまで実施しております表左側の欄にご

ざいます緊急雇用創出事業に加えまして、国

の２次補正の中で、新たに右欄にございます

重点分野雇用創造事業というものが創設され

ました。その財源として、今回30億円余が交

付されたわけでございます。 

 これは、従来の短期の雇用就業機会を創

出、提供する事業の中で、今後成長分野とし

て期待される分野、具体的には２段目の対象

分野の右欄に記載しております介護、医療、

農林水産、環境・エネルギー、観光、地域社

会雇用の６分野に限定して雇用創出を図るも

のでございます。あわせて、主な実施要件欄

の右側に記載しております地域人材育成事業

といたしまして、研修を組み合わせた雇用の

創出も可能となっております。 

 なお、この交付額の30億円余につきまして

は、20年度内に使い切る必要がございます。 

 引き続き、厳しい雇用情勢に対応するた

め、従来の緊急雇用創出事業とすみ分けを行

いまして、有効に活用してまいりたいと考え

ております。 

 再度、恐れ入ります、18ページにお戻りい

ただきまして、以上、補正予算につきまして

は、下段にありますように、総室全体で19億

7,066万1,000円の増額補正をお願いいたして

おります。 

 続きまして、19ページの繰越明許費でござ

います。 

 先ほど補正予算の職業訓練費のところで申

し上げました高等技術訓練校の内線電話設備

改修に要します経費につきましては、年度内

の契約が困難なため、全額繰り越しをお願い

いたすところでございます。 

 続きまして、20ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の追加設定でございます。 

 20ページから21ページまでの各事業につき

ましては、いずれも４月１日からの実施に備

え債務負担をお願いするものでございます。 

 このうち20ページの２段目の産業人材強化

相談窓口運営業務でございますが、これは産

業人材の育成、確保に関する相談をワンスト

ップで受け付ける窓口と今年度開設いたしま

した産業人材強化に係る情報ポータルサイト

の運営業務を委託するものでございます。 

 ３段目にございます離職者訓練等委託業務

につきましては、これは全額国庫の事業でご

ざいまして、例年、年度内に訓練を終了させ

る必要がございましたが、今回国の方で債務

負担行為が設定されました関係で、県でも債

務負担行為を行うことにより、平成22年度中

に開始し、年度をまたがって23年度に終了す

る訓練コースの設定が可能となりましたの

で、今回債務負担をお願いするものでござい

ます。 

 また、21ページ最下段のふるさと雇用再生

特別基金事業は、失業者等を雇い入れて継続

的かつ安定的な雇用を創出する取り組みを促

進する事業で、今年度から実施しております

が、22年度から23年度までの複数年度実施す

る事業がございますので、債務負担の設定を

お願いいたしております。 

 22ページをお願いいたします。 
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 こちらは緊急雇用創出基金事業の債務負担

の変更でございます。 

 これは、さきの11月議会におきまして御承

認いただきました来年度実施予定事業に関し

ます負担行為につきまして、さらに実施予定

事業が追加されましたことから、債務負担の

変更をお願いするものでございます。 

 続きまして、条例議案について御説明いた

します。 

 23ページでございますけれども、熊本県緊

急雇用創出基金条例の一部を改正する条例に

ついてでございます。次の24ページの基金条

例の概要により説明いたします。 

 国の２次補正におきまして、離職して住居

を失った方々に対する住宅手当の支給や生活

保護受給者に対する就労支援、ホームレスの

方々に対する一時宿泊施設の増設等に関する

交付金が盛り込まれましたことから、この交

付金を緊急雇用創出基金に積み立てて事業を

実施いたすことにしておりますため、基金の

設置目的を、求職者に対する生活及び就労に

関する相談体制の強化から、求職者等に対す

る生活、就労及び住宅に関する支援の強化に

改めるものでございます。 

 条例の施行日は公布の日からとしておりま

す。 

 労働雇用総室は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○松岡観光交流国際課長 観光交流国際課で

ございます。資料の25ページをお願いいたし

ます。 

 まず、諸費のうち、国際協力推進費302万

円の減額でございますが、主なものといたし

ましては、説明欄１の自治体職員協力交流事

業の232万円の減額でございます。 

 この事業では、韓国・忠清南道から自治体

職員を研修生として受け入れておりました

が、県の財政再建戦略に沿い、平成21年度か

らの廃止を忠清南道に打診していたところ、

廃止に同意を得たことによる減額でございま

す。 

 次に、国際交流推進費351万8,000円の減額

でございますが、主なものといたしまして

は、説明欄２の国際交流団体等補助事業の30

0万円の減額でございます。 

 これは、財団法人自治体国際化協会への本

県の分担金が、協会事業の見直しによりまし

て2,400万円から2,100万円に減額されたもの

でございます。 

 次に、３の国際交流海外派遣事業の140万

円の減額でございます。 

 これは、姉妹提携先である米国・モンタナ

州と忠清南道への職員派遣に要する旅費、宿

舎借り上げ料の執行残でございます。 

 なお、モンタナ州へは、平成21年４月末を

もって派遣を廃止しております。 

 次に、４のモンタナクマモトプラザ運営事

業でございますけれども、職員住宅売却経費

138万2,000円の増額補正であります。 

 これは、モンタナ州への派遣廃止に伴い職

員住宅を昨年７月に売却いたしましたが、そ

れに要する経費について、当初予定しており

ませんでした譲渡所得税が必要とのことで、

その分の増額でございます。 

 なお、売却額は、日本円で1,757万9,760

円、売却経費が297万6,848円で、差し引き1,

460万2,912円が県の収入となっております。 

 次に、資料の26ページをお願いいたしま

す。 

 観光費のうち、観光客誘致対策費919万5,0

00円の増額でございますが、これは市町村か

らの派遣職員２名の人件費でございます。 

 次に、観光費のうち、観光基本計画促進費

474万9,000円の減額でございますが、これは

観光施設整備資金融資の既存融資の繰り上げ

償還に伴う残高の減少による預託金の減によ

るものでございます。 

 次に、資料の27ページをお願いいたしま

す。 
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 県野外劇場アスペクタは、平成19年度から

指定管理者制度による管理、運営を行ってお

りますが、来年度以降も引き続き指定管理者

制度による管理、運営を継続していく方針で

ございます。 

 この指定管理委託料として、来年度から平

成25年度までの３年間で、限度額5,400万円

の債務負担行為を計上いたしております。 

 引き続き、条例議案の説明をさせていただ

きます。資料の28、29ページをお願いいたし

ます。 

 当課からは、指定管理者の指定について御

提案をしているところでございますが、県野

外劇場について、平成19年度から導入いたし

ました第１期指定管理期間が本年度末までと

なっていることから、平成21年11月から12月

にかけまして次期指定管理者の募集を行いま

した。 

 その結果、５つの地元企業、団体等で構成

されますアスペクタ管理運営共同企業体と現

指定管理者であります特定非営利活動法人文

化施設支援機構の２団体から応募がございま

した。庁外員４名、庁内員３名の計７名から

成る指定管理候補者選定委員会を開催いたし

まして審査を行った結果、アスペクタ管理運

営共同企業体を指定管理候補者として選定を

いたしました。 

 主な選定理由でございますが、イベント開

催のノウハウやネットワークによります催事

誘致の促進が期待されること、それから、施

設の維持管理に必要な各専門分野の地元企

業、団体が共同で運営に参画されることで、

効率的で安定した運営が期待できることが評

価をされました。 

 指定期間につきましては、平成22年４月１

日から平成25年３月31日までの３年間として

おります。 

 観光交流国際課については以上でございま

す。よろしく御審議のほどお願いいたしま

す。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、企業局長から

総括説明を行い、関係課長から説明をお願い

します。 

 

○川口企業局長 企業局でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 まず、提出議案の説明に先立ち、荒瀬ダム

の最近の状況につきまして御報告させていた

だきたいと思います。 

 荒瀬ダムにつきましては、知事が、去る２

月３日にダム存続という従来の方針を変更し

まして、撤去に向けた準備を進めるとの判断

を公表いたしました。 

 今回の判断は、水利権の取得が不透明にな

ったことから、ダム存続と判断した前提が崩

れてしまって、現時点ではもはやダム存続を

目指すこと自体が、地域の混乱の長期化を招

き、適切な選択ではないこと、そして何より

も知事の任期中にしっかりと解決の道筋をつ

けるべきであるとの考えによるものでござい

ます。 

 水利権取得の見通しを含めまして、企業局

として、これまでの対応が十分でなく、各委

員の先生方に御心配をおかけしましたことを

おわび申し上げます。大変申しわけございま

せんでした。 

 企業局といたしましては、知事の撤去表明

を受けまして、これまで八代市や球磨川漁協

など関係の漁協、地元坂本町の住民の方々な

どに対して、方針転換の経緯等について説明

を行ってまいったところでございます。ま

た、２月20日には、知事が八代市坂本町に出

向かれて、直接地域住民の方々に説明を行っ

たところでございます。 

 既に撤去に向けた作業に着手いたしており

ますけれども、ダム本体の撤去に入るまでに

まだ２年間ほど準備が必要となりますので、

本体撤去工事には平成24年度から着手するこ

とになります。 
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 したがいまして、この間、発電を継続して

ダムの管理費用を賄い、少しでも撤去費用の

確保を図りたいとの考えから、去る24日に、

平成24年３月31日、２年後の３月31日までの

水利権の申請を行ったところでございます。 

 以上が荒瀬ダムについてのこれまでの状況

の概要でございます。 

 次に、企業局から御提案申し上げている議

案についてでございますけれども、平成21年

度熊本県電気事業会計補正予算など、補正関

係の３議案でございます。 

 また、年度当初から執行が必要な委託契約

等のための債務負担行為の設定をあわせてお

願いいたしております。 

 詳細につきましては総務経営課長から説明

させますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。また、荒瀬ダムの状況につき

ましても、後ほど御報告させていただくこと

にしておりますので、あわせてよろしくお願

い申し上げます。 

 

○黒田総務経営課長 総務経営課でございま

す。 

 31ページは、企業局全体の総括表でござい

ます。内容については、事業会計ごとに御説

明いたしたいと思いますので、32ページをお

願いします。 

 まず、電気事業会計でございます。 

 収益的支出の営業費用につきまして、305

万9,000円の増額補正をお願いしております

が、これは職員の異動等に伴う職員給与費の

増額等でございます。 

 この結果、損益は、補正前の１億4,311万

9,000円の赤字から１億4,617万8,000円の赤

字となります。 

 33ページをお願いします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 荒瀬ダム水質調査業務等の委託を初め、そ

れぞれ記載のとおりお願いしております。 

 34ページをお願いします。 

 工業用水道事業会計でございます。 

 収益的支出の営業費用について、361万9,0

00円の減額補正をお願いしております。これ

は職員給与費の補正でございまして、職員の

異動等に伴う職員給与費の減額補正でござい

ます。 

 この結果、損益は、補正前の２億6,019万

7,000円の赤字から２億5,657万8,000円の赤

字となります。 

 35ページをお願いします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 日報作成・遠方監視制御装置、保守点検業

務等の委託を初め、それぞれ記載のとおりお

願いしております。 

 36ページをお願いします。 

 有料駐車場事業会計でございます。 

 収益的支出の営業費用について194万6,000

円の減額補正をお願いしておりますが、これ

は職員の異動等に伴う職員給与費の減額でご

ざいます。 

 この結果、損益は3,989万5,000円の黒字か

ら4,184万1,000円の黒字となります。 

 37ページをお願いします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 消防設備の保守点検業務等の委託をそれぞ

れお願いしているところでございます。 

 企業局は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、労働委員会事

務局長から説明をお願いいたします。 

 

○井手事務局長 今回労働委員会事務局から

御提案しております平成21年度補正予算につ

いて御説明を申し上げます。 

 資料の38ページをお願いいたします。 

 まず、委員会費でありますが、委員の任期

途中の交代に伴います報酬の減額でございま

す。 

 次に、事務局費でありますが、人件費の確
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定に伴います増額でございます。 

 以上、補正後の労働委員会事務局の予算総

額１億2,228万5,000円となります。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 以上で執行部の説明が終

了いたしましたので、質疑を受けたいと思い

ます。商工観光労働部に対する質疑はござい

ませんか。 

 

○松村昭委員 企業立地課長にちょっとお尋

ねしますが、さっき15件の誘致があったとい

うことですが、これは厳しい中で頑張ったと

いうこと、これは評価したいと思いますが、

この15件は、地域的に見ますとどういうとこ

ろに行ったか、ちょっと教えてくれますか。 

 

○真崎企業立地課長 地域別の内訳について

御報告申し上げます。 

 まず、最も多いのが――振興局単位の地域

別で申し上げますけれども、菊池管内６件で

ございます。それから、宇城管内４件でござ

います。それから、玉名管内２件でございま

す。あとが、鹿本管内１件、上益城１件、八

代１件でございます。 

 以上でございます。 

 

○松村昭委員 どうしてもやっぱり県北に、

これを見ても多いですね。そのことは、こと

しの委員会が始まったときにも部長にお願い

をしたんですが、それがすぐそういう結果が

出るとは思いませんけれども、均衡ある発展

というのは、やっぱり企業誘致をすることで

雇用が始まるわけですから、地域の経済を考

えると、県はもっと県北、県南――県北には

今まで相当金を使っているから、県南にもそ

ういう金を使ってでも誘致をしてください

と。これはすぐできる問題じゃないでしょう

けれども、そういう考え方は部長にもあると

思いますが、これは全体会議として、部長の

庁内会議として取り上げていただいて、そし

て、もっと八代あたりも宇城あたりも非常に

人口が減っておりますので、そういう条件整

備をしていかぬとおくれてしまうというふう

に思いますので。 

 昔は八代は熊本の第２都市と言われたんで

すが、今や随分と減っておりますね。そうい

うことを考えながら、雇用は誘致企業だけで

できる問題じゃないでしょうけれども、そう

いうことをしっかりと考えて、均衡ある発展

を目指していただきますようにお願いしてお

きます。 

 

○山本秀久委員 今の話に関連して申し上げ

たいと思いますが、実は前にも何回も私は言

っているけれども、熊本には副都心がないん

ですよ。それは皆さん御承知と思います。よ

そは副都心を持っているけれども、熊本は九

州の中心でありながら副都心がないというこ

とは、皆さんは考えたことはないだろうと思

うけれども、私は、できるならば八代の副都

心というものを前々から考えておったとき

に、拠点都市の指定のときに宇土に行ってし

まったいきさつがあるわけです。そういうと

きに、県の行政というのは、それに一つも不

満を述べたことはないんだ。私だけが述べた

と思う。 

 そういう点で、これからは、今松村委員も

言われたように、県南の開発というものは、

一応いろんな点で考えなきゃならぬ面が今出

てきていると思うんですよ。特に工業用水と

か、いろんな問題も今回入っているわけだか

ら、そういう点を生かしながら、拠点都市の

指定を受けながら副都心の建設、15万都市ぐ

らいにもっていけば、県南地域、天草地域、

球磨郡、葦北郡、水俣、その地域の活性化に

もつながるという問題も一つあるわけだ。 

 もう一つは、西回り高速道の問題も前にも

提起したことがある。幹線道路の西回り高速

道が県南地域の海岸を通りながら通っていけ
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ということの理論だったわけです。それが

今、ごらんのとおりに、トンネル、橋りょう

で入ってしまった。そういうときに、むだな

金がそこに費やされたんじゃないかという、

私、憶測を持っているわけだ。そういうとき

に、天草大橋の建設にその経費を向けてくれ

ぬかということ。２本も高速道の必要性はな

いんじゃないかと。球磨郡にとっても、人吉

にとっても、この西回り高速道が芦北を回っ

て――私が芦北だから言うんじゃなくて、経

費の面から申し上げると、その地域の活性化

にもつながる、球磨郡の発展にもつながる道

路に西回り高速道の必要性があるということ

を訴えておった。そういう点も今後よく考え

て、これだけ後退したわけですから、この機

会にこの問題をもう一回歴史を振り返って考

えていただきたいということを一応申し上げ

ておきたいと思います。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○西岡勝成委員 県内の経済情勢についてち

ょっとお尋ねをいたしたいと思いますけれど

も、リーマンショックからもう２年近くにな

りますけれども、大企業の方はどうにか、中

国を初めアジアの経済復興によってどうにか

息をついて、経済成長も少しずつではありま

すが回復しつつあるんですけれども、中小企

業の状態を見ると、どうしてもやっぱりデフ

レスパイラルの中で物の値段が上がっていか

ない状況の中で、きょうのこの予算を見て

も、保証協会つきの貸付金はふえるばかり、

設備投資は減少傾向にある。なかなか先が見

えない状況がずっとあると思うんですけれど

も、これは商工政策課長に聞いた方がいいの

か経営金融課長に聞いた方がいいのかわかり

ませんが、今の県内の中小企業の状況、特に

建設産業というのは、これはもう今の政策に

よって随分厳しいのはわかるんですけれど

も、そのほかの製造業を含めて中小企業の状

態というのは今どういうものか。この辺がや

っぱり元気になってこないと、雇用にしても

なかなか問題が解決しないと思いますので、

その辺の――保証協会あたりの貸出金等々か

ら推測できる現状の中小企業の状況というも

のはどういうものでしょうか。教えていただ

きたいと思います。 

 

○内田商工政策課長 商工政策課の方から、

県内の最近の景気の状況ということで大まか

なことは少しお答えしたいと思いますけれど

も、まず、日本銀行熊本支店が２月26日に発

表いたしました金融経済概観によりますと、

県内の景気は持ち直していると。回復という

ことではなくて、持ち直しているというよう

な表現をされております。 

 個人消費につきましては、厳しい雇用、所

得環境が続いているという中で、各種の経済

対策に伴い耐久消費財で少しは持ち直してい

るということでございますけれども、また、

サービス消費でも、一部海外旅行の予約等に

ついては少しは変化の兆しが見えているとい

うところです。 

 また、県内の製造業の生産でございますけ

れども、国内外の経済政策の効果ということ

で、一部持ち直しの動きが強まっているとい

うことでございます。 

 企業倒産につきましては、件数、負債総額

ともに前年同期を大幅に下回っており、落ち

着いているというような状況でございます。 

 ただ、雇用情勢につきましては、そういう

持ち直し、多少景気回復的な傾向があるとい

うものの、１月時点での有効求人倍率が0.41

倍ということで、非常に低い水準で推移して

おりまして、全体としてはまだかなり厳しい

状況にあるというふうな認識をしておりま

す。 

 県内企業の景況感ということで、ＤＩとい

う業況判断がございますが、20年の３月から
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21年の３月まで、全産業でずっとマイナスで

ございましたけれども、21年の６月以降、や

や上昇に転じているということで、持ち直し

ているというような表現は確かにありますけ

れども、皆さん御存じのように、やはりまだ

まだ景気回復というか、状況的には厳しいと

いうのが我々の認識でございます。 

 

○西岡勝成委員 平均で見ると、やっぱり大

きいほど数字が上がってきますので、東証は

最悪期を脱しているというようなところがあ

ると思うんですけれども、私は、多分この中

で産業間の格差が非常に大きく出てきている

んじゃないかと思うんですね。その辺をやっ

ぱり注意して見ていかないと、輸出産業とか

ＩＣ関係、エコ関係、そういうことで引っ張

られている部分はあるけれども、平均をして

みるとかなり格差がこの中に生まれつつある

んじゃないかと思うので、その辺は十分気を

つけながら政策面に生かしていただければと

思いますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに商工観光労働部に

対する質疑はございませんか。――なけれ

ば、企業局に対する質疑はございませんか。 

 

○西岡勝成委員 ２点、まずお尋ねをいたし

たいと思いますが、去る２月３日に知事がダ

ムを存続という従来の方針を変更されまし

た。今回のその判断の理由は、水利権の取得

が不透明になったということでございますけ

れども、不透明になったということをきちっ

と、もうちょっと県民にわかりやすく説明を

お願いしたいと思います。 

 もう一つは、ダム本体の撤去に入るまで２

年かかる、２年ほど準備が必要だと。これに

ついても、具体的にもう少し県民が、ああ、

なるほどというような理由が、なかなか我々

が見ていてもわからないんですよ。その辺を

きょうの委員会でぜひ詳しく説明してくださ

い。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、荒瀬ダムにつ

いては、後ほど荒瀬ダムの状況について報告

がございます。それぞれの委員の皆さん方は

まだ質疑をしたいというふうに思いますの

で、とりあえずこの議案の採決を行った後

に、報告のところで今の西岡委員の質疑に対

しては説明をお願いしたいと思います。 

 それでは、労働委員会にはありませんか。

どんどんいいですよ、質疑。ありませんか。 

 

○田大造委員 緊急雇用対策で、高校生と

かの就職を各市町村が受け入れると、県も、

短期の雇用ですか、それを始めますとファッ

クスなんかでいただいたりしているんです

が、福岡県で正規雇用しますというのが何カ

月か前にニュースになっていたんですが、福

岡県が高校生の新規採用をふやしますと。福

岡でできて熊本でできない理由というのはど

ういうところにあるんですか。 

 

○長野労働雇用総室長 労働雇用総室ですけ

れども、正規雇用職員については、ちょっと

人事課の所管になっておりまして、私が責任

を持ってお答えできる立場にございませんの

で。 

 臨時職員については、委員の先生方にもお

知らせしましたように、緊急雇用対策事業の

中で、対象50名の募集をかけて、実際33名応

募があったんですけれども、その方々を４月

以降に採用して、あくまでもつなぎで、正規

職員に結びつける指導的なこともやっていき

たいというふうなことで、労働雇用総室とし

てできるところはやった状況でございます。 

 正規職員をどうのこうのというのにつきま

しては、商工部ではちょっと答えられぬと思

います。 
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○中川商工観光労働部長 今総室長が御説明

しましたが、正職員の定数については総務部

が所管しておりますので、そういうお答えを

していますが、私が承知している限りでは、

県は今財政再建途上で、定数削減の途上でご

ざいまして、そういう中で正職員の数をふや

すということについてはなかなか難しいとい

うふうに聞いております。福岡県庁さんの事

情はよくわかりませんけれども、要するに定

数管理の中での御判断だと思っております。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、なければ質疑

を終了いたします。 

 ただいまから本委員会に付託されました議

案第１号、第３号、第８号、第14号、第17号

から第19号まで、第25号及び第38号につい

て、一括して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 異議なしと認め、採決い

たします。 

 議案第１号外８件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外８件については、原案

のとおり可決することに決定いたしました。 

 それでは、その他に入ります。 

 報告の申し出が商工観光労働部、労働委員

会事務局及び企業局からそれぞれ１件あって

おります。 

 なお、報告については、まず、企業局以外

の２件について、それぞれ関係課長から説明

を受けた後質疑を受けることとし、企業局の

報告はその後受けたいと思います。 

 それでは、報告１について労働雇用総室長

から説明をお願いいたします。 

 

○長野労働雇用総室長 それでは、別冊の委

員会報告事項の１ページをお願いいたしま

す。 

 基金事業総括表をごらんいただきたいと思

います。 

 緊急雇用創出基金事業とふるさと雇用再生

特別基金事業のこれまでの取り組みの状況を

記載しております。 

 この総括表は、11月議会の当委員会におき

ましてもお示ししておりますが、今回は、緊

急雇用創出基金事業の上段の県事業分、下段

の市町村分とも、５次分の事業額、新規雇用

見込み数について追加記載しております。 

 全体的には、上段の県事業分につきまして

は、緊急雇用創出基金事業とふるさと雇用特

別基金事業の１月末までの雇用数というのが

右の方にございまして、１月末までの雇用数

が緊急、ふるさとを合わせまして1,702人、

さらに年度末までに204人を県関係で雇用す

る予定でございます。 

 また、下段の市町村分でございますけれど

も、同様に、１月末までの雇用数が合わせま

して2,721人、さらに年度末までに84人の雇

用を計画しているところでございます。 

 この結果、今年度全体では、雇用創出人数

の計画が3,850人でございましたけれども、

これに対しまして4,711人の雇用を創出する

見込みとなっております。 

 説明は省略いたしますけれども、２ページ

に緊急雇用創出事業の県事業の５次分の一覧

を添付いたしております。 

 続きまして、３ページをごらんいただきた

いと思います。 

 11月の当委員会で御質問がございました基

金事業で雇用いたしました失業者の年代別、

地域別の雇用状況を12月末現在で取りまとめ

ております。 

 年代別では、30歳から44歳、45歳から59歳

がそれぞれ約３割ずつを占めておりまして、

中高年齢者を中心に雇用の創出が図られてお

ります。 

 また、地域別に見ますと、熊本地域で1,02
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3人、球磨地域で691人、菊池で358人の雇用

を創出している状況で、大体満遍なく雇用が

されておるかと思います。 

 以上で報告を終わります。 

 

○溝口幸治委員長 次に、報告２の労働紛争

解決制度について説明をお願いいたします。 

 

○吉富審査調整課長 労働委員会事務局審査

調整課でございます。資料の５ページをごら

んください。 

 労使紛争解決制度（あっせん等)について

御報告いたします。 

 県労働委員会では、不当労働行為の審査、

労使紛争の調整業務などを行っておりまし

て、その中であっせんの平成21年の申請状況

は次のとおりでございました。 

 労使間にトラブルが発生した場合、当事者

の申請により、県労働委員会のあっせん員が

その間に入って話し合いで解決をするのがあ

っせんでございます。 

 あっせんには、個別労働関係紛争のあっせ

んと、労働組合と事業主との紛争を解決する

労働争議の調整の２つがございます。 

 21年１年間で、あっせんの申請件数が41件

に上り、急増しました。背景としましては、

平成20年秋以降の経済・雇用情勢の急速な悪

化が考えられます。 

 41件のうち、38件は12月末までに終結しま

して、３件を平成22年に繰り越しました。終

結38件の内訳は、解決25件、打ち切り13件で

す。 

 申請の内容では、未払い賃金請求や解雇問

題に関する紛争が全体の５割以上を占めてお

ります。申請内容などは６ページのとおりで

ございます。 

 なお、平成21年に不当労働行為審査の新規

申し立てはなく、平成20年に申し立てのあり

ました事案２件を処理しまして、１件は取り

下げられ終結し、残り１件が現在調査中で継

続しております。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、報告１、報告

２について説明が終了いたしましたので、質

疑を受けたいと思います。質疑はありません

か。――なければ、次に報告３、荒瀬ダムの

状況について説明を受けたいと思います。 

 総務経営課から説明をお願いいたします。 

 

○黒田総務経営課長 資料の７ページをお願

いします。 

 荒瀬ダムの状況につきまして御報告いたし

ます。 

 １番としまして、撤去方針決定後の取り組

み状況でございます。 

 平成20年11月に庁内プロジェクトチームに

よる検証を踏まえ、深刻な財政危機にある本

県の現状ではダムを存続させることが適当で

ある、ただし、撤去が可能となる４つの条件

がそろえばいずれ撤去すべきとしていたとこ

ろでございますが、１、水利権の取得が不透

明になったこと、２、ダム存続を前提とした

財政試算が崩れること、３、地域の混乱の長

期化を招くおそれがあることの３つの理由に

より、２月３日に知事がダム存続という従来

の方針を変更し、荒瀬ダムの撤去を表明しま

した。 

 撤去表明後、関係団体や地元住民に対し、

撤去方針や２年間の水利権申請についての説

明を実施しております。 

 時系列で御説明します。 

 まず、４日に、球磨川漁協の大瀬組合長、

木本、小早川両副組合長に対しまして説明を

行いました。９日には、福島八代市長に対し

まして、また、10日には、球磨川漁協の理事

会で説明を行いました。12日には、球磨川漁

協から、２年間の水利権申請には同意しない

旨の回答がなされております。地元八代市坂

本町には、15日に坂本公民館で、局長以下で
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説明会を実施したところでございます。16日

には、民主党熊本県総支部連合会に対しまし

て、村田副知事から撤去支援を求める要望書

を提出しております。17日には、八代平野土

地改良区連合の坂田理事長を初めとした土地

改良区関係者に対し説明を行ったところでご

ざいます。また、20日には、知事が八代市坂

本町中津道社会教育センターに出向き、直接

地域住民の方々に説明を行いました。24日に

は、平成24年３月までの２年間の水利権を国

土交通省に申請したところでございます。 

 続きまして、２の水利権の許可申請につい

てでございます。 

 平成24年３月31日までの２年間の許可申請

をしたところでございます。 

 申請理由としましては、１、ダム本体の撤

去には、撤去計画の策定、それから環境モニ

タリングや堆砂や泥土の除去等の準備期間が

少なくとも２年間は必要であります。２、撤

去までの２年間は、ダムの維持費や管理・環

境対策費が必要であり、出費を抑える必要が

あります。３、水力発電は純国産の再生エネ

ルギーであり、発電を継続することで公益性

に貢献するということでございます。 

 また、28日には、国土交通省九州地方整備

局主催の有識者会議が開催され、川口局長出

席の上、申請内容等について説明をいたした

ところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、説明が終わり

ましたので、先ほどの西岡委員の質疑の説明

を行っていただきたいと思いますが、その前

にちょっと。 

 新聞報道によりますと、昨日、民主党県連

の方から県の方に申し入れがあったというこ

とですが、県が民主党を通じて要望を出しに

いってお願いしたところから今度は申し入れ

が来るということで、非常に私自身戸惑って

おりますし、どう解釈していいのかちょっと

わかりませんので、質疑に説明していただく

間に、その民主党さんからの申し入れの内

容、それを準備していただいて、それぞれの

委員の皆さん方にお配りをしてほしいという

ふうに思います。 

 それでは、西岡委員の質疑に対して説明を

お願いいたします。 

 

○川口企業局長 先ほど西岡委員の方から２

つほど御質問がございました。 

 １つは、水利権取得が不透明になったとい

うことをもう少し詳しくということでござい

ますけれども、２つございまして、まず、今

回の水利権の取得に当たりまして、今の水利

権をどう考えるかというのが１つございま

す。今の水利権は、平成15年３月に取得して

おります。撤去を前提に７年間の水利権だと

いうことでございます。こういう水利権とい

うのは、国に言わせますと、全国に例がない

水利権だということでございまして、そうい

う中でこの水利権をどうとらえるかと。 

 私たちの考え方につきましては、いわゆる

水利使用に変更がない、それから工作物にも

変更がないということで、これは更新という

とらえ方を実はしておったわけですけれど

も、国の方が、１月14日、大臣と知事の面会

の中で、国の考え方として、明確に今の水利

権は期限が切れたら失効しますと、それか

ら、４月１日以降、取水発電するためには別

の新たな水利権の取得が要りますということ

で明確におっしゃったということがございま

す。 

 そこで、国の考え方と県の考え方の乖離が

明確化したということで、そういう中で、私

たちが進めておった、いわゆる存続というこ

とでの20年の水利権の取得の見通しについて

検証を行いました。 

 検証を行ったときに、２つ問題がございま

す。１つは、国の考え方に従って水利権の申
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請をした場合に、関係河川使用者というのが

ございまして、今回球磨川漁協が該当します

けれども、漁協の同意のない申請の場合には

非常に審査手続に時間がかかる、補償の審査

あるいは補償の協議、補償については可能性

があるというようなお話でしたけれども、そ

ういう中で、非常に審査の長期化が考えられ

るということと、場合によっては不許可もあ

り得るということを１つ整理しました。 

 もう一つは、県の考え方と国の考え方の乖

離がある中で、我々の主張を通すとすれば、

もう法定に持ち込むと、裁判で争うというこ

とになるわけですけれども、ただ、裁判で争

った場合は、これまた長期化するということ

が１つございまして、そういう中で最終的

に、先ほど申しました敗訴ということもなき

にしもあらずと、そういう２つの主な理由か

ら、20年の存続のための水利権の取得につい

ては非常に不透明になったという判断をした

ところでございます。 

 それから、もう一つ御質問は、２年準備に

かかることについてもう少し詳しくというお

話でございますけれども、１つは、実は撤去

に向けた取り組みが、当初、平成14年12月に

一たん撤去の方針が出された後、７年間を撤

去の準備期間ということで進めてきて、途

中、５年間を終わった後、実は撤去の準備を

中断せざるを得なかったと。いわゆる存続の

判断が途中入ったものですから、撤去の準備

を２年間中断せざるを得なかったということ

で、２年間の準備がまだ残っているというこ

とが１つございまして、それともう一つ、じ

ゃあ２年間で何をするのかということなんで

すけれども、まず撤去の計画については、前

回の撤去の準備の中で検討委員会等の協議の

中で撤去の基本方針とか撤去の計画の大まか

なところは一応できておりますので、それを

踏まえて最終的には河川法の手続で、いわゆ

る工作物の除却の許可申請等用途廃止の手続

が要ります。それに向けて、いわゆる河川管

理者である国と協議をして撤去計画をつくっ

ていく必要があるというのが１つございまし

て、その間、環境への配慮とか安全性の確保

とかいう面で専門家の指導、助言も得ていく

ということで、この分については撤去技術研

究委員会、仮称ですけれども、こういう委員

会も設けてそういう手続をやっていこうかな

と思います。 

 そのほかに、いわゆる環境への配慮という

のが非常に今回大きなテーマでございますの

で、モニタリングを撤去前からきちっとやっ

ていく必要があると。水質、底質、動植物等

々のモニタリングをしっかり撤去前からやっ

ていく必要があるということで考えておりま

す。 

 また、撤去に向けて、堆砂の除去、泥土の

除去、これは前回の撤去基本方針が定められ

たときに土砂処理計画というのが出されてお

りますので、それに基づいて必要な堆砂ある

いは泥土の除去を行っていく必要がある。 

 そのほかに、あと２年間の中で行うことと

いたしましては、まず撤去に伴っていろいろ

地元の地域問題というものが出てきます。水

位の関係で井戸がれが出ましたり、そういっ

たいろいろな地域の課題がございますので、

その課題について地元との協議をしながら、

八代市と協力してその課題の解決に努めたい

ということ。 

 それからもう一つは、撤去に向けて非常に

まだ課題としていろいろ、資金の確保等々の

課題がございますので、この２年間でその課

題の解決に関係者の協力を得て取り組みたい

と。そういうことでの２年間で、早速後議の

議案の中で来年度から撤去に向けた予算の審

議も実はお願いしておりまして、その際に

も、今私が申しましたような計画についても

また御説明させていただこうかなと考えてお

りました。 

 以上でございます。 
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○西岡勝成委員 まず、第１点の水利権の問

題ですけれども、私も経済委員会に長くおり

まして、ダム撤去派の皆さん方が、水利権は

絶対更新はできないんだということで言われ

ておりましたので、私も、執行部には、大丈

夫ですか、水利権はということで何回も委員

会で尋ねております。 

 すると、そのときには簡易に更新ができる

というような御返事でございましたけれど

も、それについてやっぱり整備局なり国交省

とそれぞれ――ただ単に自分たちが思ってい

たんじゃなくて、話し合いを、多分打ち合わ

せをされていると思うんですけれども、今政

権がかわったからこうなったのか、もともと

勝手な認識を県が持っておったのか、その辺

が県民から見てなかなかわかりにくいんです

よ。その辺はどうなんですか。 

 

○川口企業局長 更新ができると我々が考え

ました根拠については、例えば平成16年の東

京高裁の判決がございまして、いわゆる許可

期間については権利の存続を定めたものでは

ないと、いわゆるその期間が過ぎれば消滅す

るという意味の期間ではないと、いわゆる河

川管理者で悠久水利権のチェックとか、そう

いう観点から期間が設けられていると、ま

た、水利権そのものについては半永久的なも

のとして与えられているというような判決も

１つございます。 

 それと、弁護士との相談の中でも、我々の

考え方については是認をいただいております

し、それ以前、国との協議の中で、最終的に

水利権が消滅するためには河川法上の用途廃

止の届け出で消滅すると、そういうやりとり

も実はやった経緯、そういったことを踏まえ

て、実は県の考え方として、更新ということ

での考え方を実は整理させていただいており

ます。 

 それと、あと政権交代のお話がありました

けれども、法律の運用でございますので、政

権がかわっても基本的に法律に対する考え方

が変わるとは思っておりませんが、ただ、国

との協議の中で、やはり最終的には国交大臣

の判断によるというようなお話も、政権交代

後は話としては国の方から説明の中で出てお

りますので、そこは国としての考え方だろう

ということで受けとめて、最終的に、１月14

日、国交大臣から、先ほど私が御説明しまし

たようなお話が、回答といいますか、水利権

に対する考え方が明確に示されたと。その明

確な中身が、いわゆる水利使用規則に文面ど

おりの、文言どおりの考え方が示されたと、

そういうことで受けとめております。 

 

○西岡勝成委員 解釈の違いということでし

ょうか。 

 もう一つ、後半の問題ですけれども、潮谷

知事が撤去を表明されて、７年間のうちに、

要するに準備をしていく。２年間、要するに

方向転換をしてたったので、その分が時間が

かかるんだと、それが大きな問題だと思うん

ですけれども、一つの物事を進める場合、会

社も一緒ですけれども、人員配置なりいろい

ろな準備をしてから、はい、方向が変換しま

した、変わりましたから、変更しましたか

ら、はい、あしたからというわけにはなかな

かいかぬのが私は組織だと思いますし、計画

だと思います。 

 ぜひ、環境問題にいたしましても、ただ壊

せばいいという問題じゃないと思うんです。

やはり環境というのは、長い間にそれに海も

もう順応してしまっていますから、ぼくとそ

こで仮に荒瀬をあけた場合に、海はすぐ対応

はできません。多分、海の生物というのは、

急激な変化にいろいろな戸惑いがあるだろう

と思うんですけれども、そのような環境の変

化、モニタリングあたりについても十分なひ

とつ調査をした上であけていただかないと、

やっぱり八代海あるいは不知火海で漁民が生

活している場面もあるわけで、アサリ、いろ
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いろ一般漁業を含めてあるわけでございます

ので、その辺は十分にモニタリングをやった

上での判断をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○田大造委員 ちょっともう一度確認なん

ですが、マスコミでも報道されているとお

り、昨年の４月の時点で、まだ政権交代前

に、今回の水利権は新規ですよと、国土交通

省の方から熊本県に対してあくまで新規です

と。新規の場合は、漁協の更新手続が必ず―

―補償問題などが生じますと、それに関して

どうなんですかと、熊本県に再三問い合わせ

があったと。ですが、去年の11月ぐらいまで

全く県からは無回答であったと、そういうふ

うに報道されているんですが、その事実関係

はどうなっているんでしょうか。 

 

○川口企業局長 私は、昨年４月から就任さ

せていただいておりますけれども、国との協

議も必要に応じてやってきました。それで、

４月の段階は、存続を知事が決められて、存

続に向けたスケジュールをしっかり組んで、

10月以降の水利権の申請をしたいということ

で考えておりまして、その部分国にも御説明

し、国の方からは、地元の理解が得られるこ

とが一番重要だから、その辺しっかりやって

いただきたいと、そういうようなやりとりを

実はして10月まではやってきたわけですけれ

ども、実際、私たちの考え方は、更新という

考え方をずっと持っておった関係で、いわゆ

る更新については10月から申請が可能になる

ということで、そこから水利権の申請の話を

国と打ち合わせをさせていただいたという中

で、まず最初に10月の時点で国とやったこと

は、当初10月に地元説明会を踏まえた上で地

元の理解を得て申請をしますという、当初の

４月の段階の国に対する説明については、非

常に政権交代を背景として地元で撤去に対す

る期待が高まってきたことを踏まえて、現時

点では、国の撤去に対する支援の可能性を見

きわめないと、なかなか存続前提の話を地元

に持っていっても、地域の混乱を招きかねな

いということで、10月時点の申請は難しいで

すということで事情を御説明して、そこは国

としてもやむを得ないというような御理解も

いただいたところです。 

 そういう中で、11月以降、さらに水利権の

具体的なやりとりをしてきましたけれども、

我々の受けとめ方としては、あくまでも国と

の協議を行っているという受けとめ方の中

で、県の考え方を根拠資料に基づいて御説明

し、国に対して県の考え方についての理解を

求めてきたという中で、最終的に、１月14

日、国交大臣の方から明確に水利権について

の考え方が示されたと、そういうふうに私ど

もは受けとめております。 

 

○田大造委員 もう一度お聞きしますと、

昨年の４月の時点で新規というふうに国は言

っているわけですよ。職員レベルかもしれま

せんが、国土交通省はあくまで新規ですと。

何ら国の態度は、政権交代したからといって

変わっていないわけですね。それに対して、

何で対応しなかったのかと、もう一度お聞き

したいんですけれども。新規だと国は言って

きたわけですね。県が、勝手に更新だと、こ

れは単純更新だと。そうしたら、判断ミスと

いうのがあったんじゃないかなというふうに

  お聞きしたいんですが。 

 

○川口企業局長 国は、新規、更新という言

葉は法律的には使っていないということで、

最近もそういう言い方をされておりますのが

１つと、４月の時点では、いわゆるその更新

手続ということでの我々の作業スケジュー

ル、いわゆる10月から申請に向けてこういう

手順をとって、地元に十分説明をして理解を
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得ながら、それを踏まえて申請をしますとい

うのを４月の時点では御説明して、それでや

ってくれというやりとりを実はしております

ので、我々の取り組みについては、その時点

ではもう国としても御理解いただいていたも

のと思っております。 

 

○濱田大造委員 ちょっと細かいことです

が、国のだれが理解していると考えていたわ

けですか。 

 

○川口企業局長 一応、この件については九

州地方整備局が所管ということで、整備局の

方と打ち合わせをさせていただいていたとい

うことでございます。 

 

○濱田大造委員 確認してみていいですか。 

 

○川口企業局長 よろしくお願いします。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。

――済みません、じゃあ私から。 

 この申し入れ書、私も今初めてさっと読ん

でみたんですが、そもそもこの２月16日の時

点で民主党に要望に行かれましたよね。これ

も報道によると副知事が行かれたというふう

に聞いていますけれども、そのときの要望に

行かれた内容について簡単に説明をしていた

だけますか。 

 

○梅本企業局次長 私が副知事と同行いたし

ましたので、要望の趣旨や簡単な内容につい

て申し上げます。 

 ２月16日は、知事の撤去方針を踏まえまし

て、民主党県連に対しまして、表題としては

荒瀬ダム撤去に対する国の支援についてとい

うことで要望をいたしました。 

 その要望書の趣旨といたしましては、荒瀬

ダムにつきましては、役割をこれまで十分に

果たしてきたので、このたび撤去を判断する

こととなったと。その役割を十分に果たして

きた一つの根拠は、これまで県内の電気需要

の約16％を最大占めていたときがあったけれ

ども、現在は１％程度になっているというこ

と、それから地元住民が強く撤去を希望して

いるということ、それから環境的なことなど

も踏まえまして今回の撤去の判断になったと

いうことを述べております。 

 それで、要望のポイントといたしまして、

県の財政状況では到底巨大になる撤去費用の

捻出が困難であるので、ぜひ国において御支

援願いたいということであります。また、専

門・技術的な側面からあるいは環境的側面か

らの国による支援が不可欠だということの背

景の中でのお願いということを書いておりま

す。 

 さらに、ポイントといたしまして、この荒

瀬ダム撤去については、全国のダム撤去のモ

デルとしてぜひ位置づけていただいて、そし

て強力な支援をお願いするということで、５

項目お願いをしております。 

 １点目が、この夏までに国交省が取りまと

める老朽化したダムの工作物の中に荒瀬ダム

を入れてくださいと。老朽化したとはみなさ

ないと国交大臣は申されておりますので、先

ほど言いました役割を果たした工作物として

国が認めて、ぜひその対象に入れて、そして

今後の技術と財政支援に結びつけていただき

たい、これがこの夏までのポイントになりま

す。その点が１点目です。 

 それから、２点目でございますけれども、

国交大臣から示唆がありました社会資本整備

総合交付金、この配分に当たって、荒瀬ダム

の分について増額、それから対象事業を撤

去、それから関連事業についても拡大してい

ただきたいということが２点目でございま

す。 

 それから、３点目が、特別交付税の措置に

ついてお願いをしております。 

 ４点目が、球磨川はそもそも河川管理者が
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国でございますので、ダム設置者として護岸

の工事とか安全性の確保は十分やりますけれ

ども、ぜひ、恒久対策あるいは長い目で見た

ときの国の抜本的対策について、治水対策を

主体的に取り組んでいただきたいというのが

４点目でございます。 

 そして、最後に、技術面でございますけれ

ども、ぜひ先ほど言いました今後のモデルと

なるように国に支援を願いたいということ

で、先ほど局長からもちょっと触れましたけ

れども、今後ダム撤去技術の研究体制を県の

方でつくっていきたいと思いますので、その

中に参画をお願いしたいと。この５点でござ

います。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 内容はよくわかりました

けれども、この要望書を提出して、その要望

書は今民主党県連さんの手元にあるのか、そ

れとも党本部に行って、国交省なり関係機関

に渡っているのか、そのあたりは何か情報は

ございますか。 

 

○梅本企業局次長 先日、事務局の方に確認

をさせていただきましたら、党本部の方に上

げましたというような回答をいただいており

ます。 

 

○溝口幸治委員長 きのうの申し入れ書、今

さっと読んだだけですけれども、これはいわ

ゆる我々というか、熊本県が要望した内容の

回答ではないわけですよね。というのが、最

後の４番のところ、ちょっとここが私も今見

て引っかかったんですが、「知事がダム撤去

に向けて速やかに手続きとるのであれば、財

政面をはじめ様々な支援を惜しまない覚悟で

ある。」という表現があるんですが、このあ

たりの覚悟が何を指すのかというのもちょっ

とよくわかりませんし、少なくとも政府に対

する要望を民主党が今窓口で受け付けて、粛

々と処理をされるんだろうと思いますが、我

々の要望とは全く違うというか、民主党さん

の考え方は、我々の要望を受け付けていない

のかなというふうにこれはとれるんですが、

要望を出した、要望を出した先から申し入れ

があるというのは、非常にちょっとわかりづ

らいんですよね。そこをちょっと次長の方で

説明をいただきたいと思います。その後、

田委員、いらっしゃいますので。 

 

○梅本企業局次長 16日の県の要望と昨日の

党の方からの申し入れとの関連性というの

は、正直言ってよく――どの程度関連したお

話なのかというのはわかりません。 

 ただ、私どもとしては、先ほど言いました

ように、財政面あるいは技術面の御支援をぜ

ひお願いしたいということで、きのうも実は

副知事から――逆の要望みたいな形に最終的

にはなってしまいまして、きのうはおいでい

ただきました幹部の方々に、逆に16日の趣旨

を再度お伝えして御要望を申し上げたという

ことでございます。 

 以上でございます。 

 

○田大造委員 16日に副知事が民主党県連

にお越しくださったときの要望ですね。県か

ら民主党に対しての要望、たしか４項目あっ

たと思いますけれども、先ほど課長が説明さ

れたとおりです。水利権に関しては全く触れ

られてないんですね。撤去に関する財政支援

なり、国の支援をお願いすると。全くそのと

おりだと思いました。 

 今回民主党が県に対して昨日申し入れをし

たのは、何せ撤去に際して水利権の更新をし

ないでくれと、しない方がいいんじゃないか

と。撤去に向けては、もちろん民主党はもう

撤去したいと前々から言っているわけですか

ら、方向性は一緒と。このままだったら、球

磨川漁協――私たち民主党は、球磨川漁協に

対して水利権に同意しろと言える権利はない
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わけですから、あくまで熊本県と球磨川漁協

の話で、民主党が入っていく余地はありませ

ん、正直。ですから、どうなるかわからない

ようなことに、今後半年なり１年半、また補

償費が幾らになるのかもだれもわからないと

いう状況で水利権を更新しても、煩わしい仕

事と言ったらちょっと何ですが、そういう困

難なことを抱え込むより、もう一切水利権を

更新しないで即座に撤去をした方がいいんじ

ゃないですかと、そちらの方が県民もわかり

やすいですし、地元の住民の方も理解しやす

いと、それに水利権の更新なしでも私たちは

バックアップできるように国にはお願いして

いきますという話をきのうしに行ったわけで

す。そういう状況です。 

 

○溝口幸治委員長 24年度から撤去するとい

うのはもう決まったというか、執行部も表明

しているんですね。知事も表明している。し

かし、この文言からいくと、「速やかに手続

きをとるのであれば」という、いわゆる水利

権を更新しないのであれば財政的な支援もや

るけれども、水利権を更新するなら、それは

話は別ですよというふうにとれるんですが、

その辺は田委員どうですか。 

 いわゆる、みんな一緒なんですね。撤去に

は４つの条件があって、それを一日も早くク

リアしてくださいというのを議会としては言

ってきたわけですから、撤去するというのは

もう決まったわけですよね。そこで、水利権

を申請するのであれば、いや、財政的な支援

はできないよとこれはおっしゃっているの

か、いやいや、そうではないというふうにと

るのか。その「惜しまない覚悟」が何かなと

いう、済みません、濱田委員がいらっしゃる

のでこういう議論になるんですが。 

 

○田大造委員 これは、この文章自体は松

野信夫代表が書かれたもので、あんまり気に

されなくて……これは必要とあれば訂正する

ようなことはすぐできます。 

 

○溝口幸治委員長 それは非常に今困ってい

るんですね。その４つの条件がそろわないま

まに撤去をしなければならない状態があっ

て、特に財政的なものは。だから、少しでも

財政的な負担を軽くするために発電をやりた

いという思いもよくわかるんですね。もし

も、いやいや水利権を更新しないのであれば

財政支援がすぐ条件が整うんですよという話

であれば、また議論の展開は変わるのかなと

いう気もするんですよね。 

 

○田大造委員 正直、私も、これは今もう

一度読み直しまして、ちょっと書き過ぎかな

と思いますね。 

 

○重村栄委員 済みません、ちょっと今この

申し入れ書の件なんですけれども、確認した

いんですけれども、これは松野先生個人の感

覚なんですか。それとも、民主党熊本県総支

部連合会として意見を集約されて出されたも

のなんですか。どちらなんですか。 

 

○田大造委員 意見は集約して書いていま

す。 

 

○重村栄委員 ということですね。というこ

とは、さっき田先生がおっしゃった、あん

まり考えんでもいいですよという言葉じゃな

いですよね。そうなるとちょっとおかしくな

るので、それは撤回してもらいたいんです

が、ただ、さきの衆議院選挙のときも、政権

をとれば財政支援はしますよと言わんばかり

のことを盛んに発言をされていた。ところ

が、実際政権をとられたら、財政支援はでき

ませんよと国交大臣が言われた。そしてま

た、今度こうやって財政支援はしてあげます

よと言わんばかりの声を出される。非常にふ

らふら――ふらふらというのは申しわけな
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い、非常に左右にぶれ過ぎるんですよね、発

言が。政党が強いのか政府が強いのか、民主

党さんの形はわかりませんけれども、非常に

国民に対しても県民に対しても誤解を招く発

言をされていると、そんなふうに感じるんで

すよ。これはどっちが強いんですか、政府が

強いんですか、党が強いんですか。 

 

○田大造委員 内閣副官房長官の松野頼久

氏も、何らかの財政支援ができないかという

のは――今民主党県連全員でいろいろ検討し

ているのは事実です。それがまだ具体的に、

なら本当に予算措置ができるのかどうかまで

は、まだそこまでは断言できないところで

す。もちろん、私たちは、選挙前に言ってい

たとおり、財政支援も含めて何らかの具体的

な援助ができないかというのは、日々考えて

いるのは事実です。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、田委員がこ

こにいらっしゃるので非常にわかりやすい議

論になっていますが、この問題については、

それぞれ代表質問あるいは一般質問等でも恐

らく中心的なテーマになってくると思いま

す。代表質問でもそれぞれの会派が取り上げ

て質問されると思いますので、そういった質

疑の状況を見ながら後議の方でまた議論を深

めていきたいと思います。 

 実は、20年の12月に委員会をやったとき

に、いわゆる知事が方針を転換したときには

委員会に出席をいただいて、知事から説明を

受けた経緯がございます。そのときにも、知

事から、いろいろと荒瀬ダム撤去方針の撤回

について、また今後の漁業組合への対応等々

について説明をされた経緯がありますので、

その代表質問、一般質問等の議論を見なが

ら、場合によっては知事に委員会に出席して

いただくということも考えられると思いま

す。 

 そこで、呼ぶとなった場合、委員会での決

定が必要ですので、この場は委員長に一任と

いう形で一任をしていただきたいというふう

に私からお願いをさせていただきたいと思い

ますが、皆さんいかがでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 それでは、異議なしとい

うことで、18日の委員会への知事の出席につ

いては委員長に一任ということにさせていた

だきます。 

 それでは、最後にその他でございますが、

今定例会では、後日後議分の委員会がありま

すので、本日は急ぎの案件についてのみ質疑

をお願いしたいと思いますが、先生方から何

かございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

  午前11時46分閉会 
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